
雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例

雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 八 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

県 内 に お い て 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 事 務 所 又 は 事 業 所 を 設 置 し た 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 の 適 用 期 限 が 経 過 し た こ と に 伴 い 、 雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た

め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 五 号
雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 廃 止 に つ い て

雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に

定 め る 。
平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 五 号 雇 用 の 場 の 拡 大 を 図 る た め の 情 報 通 信 関 連 事 業 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 廃 止 に つ い て
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徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 二 の 五 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

二 の 六 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 十 二 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 二 以 上 の 事 業

者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 の 認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査

二 の 七 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 十 二 条 の 七 第 七 項 の 規 定 に 基 づ く 二 以 上 の 事 業

者 に よ る 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 特 例 の 認 定 に 係 る 事 項 の 変 更 の 認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査

十 四 万 七 千 円

十 三 万 四 千 円

別 表 第 一 の 百 九 十 一 の 項 中 「 七 万 五 千 円 」 を 「 六 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 表 中 二 百 一 の 項 を 二 百 二 の 項 と し 、 百 九 十 六 の 項 か ら 二 百 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下

げ 、 百 九 十 五 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 九 十 六 土 壌 汚 染 対 策 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 十 七 条 の 四

第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 汚 染 土 壌 処 理 業 の 許 可 を 受 け た 地 位 の 承 継 の 承 認 の 申 請 に 対 す る 審 査

十 二 万 円

別 表 第 二 中 「 百 九 十 七 の 項 及 び 百 九 十 八 の 項 」 を 「 百 九 十 八 の 項 及 び 百 九 十 九 の 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 三 十 六 号
徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 六 号 徳 島 県 県 民 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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提 案 理 由

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 、 土 壌 汚 染 対 策 法 及 び 地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 新 た に 行 う 事 務 に 係 る

手 数 料 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 平 成 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 八 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 第 一 の 二 の 1 中 「 平 成 二 十 六 年
内 閣 府

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省
告 示 第 一 号 」 を 「 平 成 二 十 九 年
内 閣 府

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省
告 示 第 一 号 」 に 、 「 平 成 二 十 年 文 部 科 学 省 告 示 第 二 十 六 号 」

を 「 平 成 二 十 九 年 文 部 科 学 省 告 示 第 六 十 二 号 」 に 、 「 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 四 十 一 号 」 を 「 平 成 二 十 九 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 十 七 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 に 係 る 国 の 指 針 等 が 改 め ら れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 七 号
就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 七 号 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 文 化 創 造 審 議 会 設 置 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 知 事 の 諮 問 に 応 じ 、 文 化 芸 術 の 施 策 の 推 進 に よ る 未 来 の 活 力 あ る 徳 島 の 創 造 に 関 す る 重 要 事 項 を 調 査 審 議 す る た め 、 知 事 の 附 属 機 関 と し て 、 徳 島 県 文

化 創 造 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 組 織 ）

第 二 条 審 議 会 は 、 委 員 二 十 人 以 内 で 組 織 す る 。

2 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 知 事 が 任 命 す る 。

一 文 化 芸 術 関 係 者

二 学 識 経 験 の あ る 者

三 関 係 行 政 機 関 の 職 員

3 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

4 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）

第 三 条 審 議 会 に 、 会 長 及 び 副 会 長 各 一 人 を 置 く 。

2 会 長 及 び 副 会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。

3 会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。

第 三 十 八 号
徳 島 県 文 化 創 造 審 議 会 設 置 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 文 化 創 造 審 議 会 設 置 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 八 号 徳 島 県 文 化 創 造 審 議 会 設 置 条 例 の 制 定 に つ い て
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4 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。

（ 会 議 ）

第 四 条 審 議 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 す る 。

2 審 議 会 の 会 議 は 、 委 員 の 総 数 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 開 く こ と が で き な い 。

3 審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

（ 雑 則 ）

第 五 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

知 事 の 諮 問 に 応 じ 、 文 化 芸 術 の 施 策 の 推 進 に よ る 未 来 の 活 力 あ る 徳 島 の 創 造 に 関 す る 重 要 事 項 を 調 査 審 議 す る た め 、 知 事 の 附 属 機 関 と し て 、 徳 島 県 文 化 創 造

審 議 会 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 等 の 国 際 競 技 大 会 が 開 催 さ れ る こ と に 鑑 み 、 県 民 の ス ポ ー ツ 及 び 文 化 に 対 す る 関 心 を 高 め 、 こ れ ら の 活 動 に 参 加 す

る 社 会 的 機 運 を 醸 成 す る と と も に 、 本 県 の ス ポ ー ツ 及 び 文 化 の 振 興 を 通 し て 、 次 代 に 誇 れ る そ の 成 果 を 継 承 し 、 及 び 未 来 の 活 力 あ る 徳 島 を 創 造 す る 事 業 に 要

す る 経 費 に 充 て る た め 、 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 額 ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

2 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で

き る 。

（ 処 分 ）

第 三 十 九 号
東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 九 号 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て
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第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 等 の 国 際 競 技 大 会 が 開 催 さ れ る こ と に 鑑 み 、 県 民 の ス ポ ー ツ 及 び 文 化 に 対 す る 関 心 を 高 め 、 こ れ ら の 活 動 に 参 加 す る 社 会

的 機 運 を 醸 成 す る と と も に 、 本 県 の ス ポ ー ツ 及 び 文 化 の 振 興 を 通 し て 、 次 代 に 誇 れ る そ の 成 果 を 継 承 し 、 及 び 未 来 の 活 力 あ る 徳 島 を 創 造 す る 事 業 に 要 す る 経 費

に 充 て る た め 、 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 徳 島 未 来 創 造 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 十 五 人 」 を 「 二 十 人 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 年 八 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 任 命 さ れ る 委 員 の 任 期 は 、 同 条

例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 三 十 二 年 八 月 三 十 一 日 ま で と す る 。

提 案 理 由

東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 等 の 国 際 競 技 大 会 が 開 催 さ れ る こ と に 鑑 み 、 本 県 に お け る ス ポ ー ツ の 推 進 に 関 す る 施 策 を 更 に 広 範 か つ 効 果 的 に 実 施 す る

た め 、 徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 の 委 員 を 増 員 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 号

徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 号 徳 島 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 三 条 の 二 中 「 第 二 条 第 十 二 項 」 を 「 第 二 条 第 十 一 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

大 気 汚 染 防 止 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 一 号
徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 一 号 徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 十 七 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 七 の 二 介 護 保 険 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 介 護 医 療 院 の 開 設 の 許 可

十 七 の 三 介 護 保 険 法 第 百 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 介 護 医 療 院 の 変 更 の 許 可 （ 構 造 設 備 の

変 更 を 伴 う も の に 限 る 。 ）

六 万 三 千 円

三 万 三 千 円

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

介 護 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 新 た な 介 護 保 険 施 設 と し て 介 護 医 療 院 が 創 設 さ れ た こ と に 伴 い 、 介 護 医 療 院 の 開 設 の 許 可 等 に 係 る 手 数 料 を 定 め る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 二 号
徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 二 号 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

（ 徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

徳 島 県 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 負 担 金 、 国 庫 支 出 金 、 療 養 給 付 費 等

交 付 金 、 前 期 高 齢 者 交 付 金 、 共 同 事

業 交 付 金 、 一 般 会 計 繰 入 金 、 徳 島 県

国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 繰 入

金 、 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化

基 金 貸 付 金 返 還 金 及 び 附 属 諸 収 入

保 険 給 付 費 等 交 付 金 、 後 期 高 齢 者 支

援 金 等 、 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 、 介 護

納 付 金 、 共 同 事 業 拠 出 金 、 徳 島 県 国

民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 、

徳 島 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金

積 立 金 そ の 他 の 諸 支 出

（ 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 財 政 安 定 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 三 号
持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条

例 の 整 備 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備

に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 三 号 持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る

条 例 の 制 定 に つ い て
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第 一 条 中 「 た め 」 の 下 に 「 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 」 を 加 え る 。

第 七 条 中 「 管 理 」 の 下 に 「 及 び 運 営 」 を 加 え 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

第 六 条 中 「 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ） 」 を 「 法 」 に 、 「 国 民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 」 を 「 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 」 に

改 め 、 同 条 を 第 七 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 交 付 の 要 件 ）

第 八 条 算 定 政 令 第 十 七 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に 掲 げ る 事 情 と す る 。

一 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の 大 多 数 が 災 害 に よ り 著 し い 損 害 を 受 け た こ と 。

二 企 業 の 倒 産 、 主 要 な 生 産 物 の 価 格 の 著 し い 低 下 そ の 他 地 域 の 産 業 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 事 情 が 生 じ た こ と 。

三 そ の 他 前 二 号 に 類 す る 事 情 と し て 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の 生 活 に 著 し い 影 響 を 与 え る 事 情 が 生 じ た こ と 。

第 五 条 を 第 六 条 と す る 。

第 四 条 中 「 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 」 を 「 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 予 算 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 条 と す る 。

第 三 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 を 第 三 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 ）

第 二 条 法 第 八 十 一 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 市 町 村 か ら 徴 収 す る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 の 額 の 総 額 は 、 国 民 健 康 保 険 の 国 庫 負 担 金 等 の 算 定 に 関 す る 政 令

（ 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 四 十 一 号 。 以 下 「 算 定 政 令 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 知 事 が 定 め る 額 と す る 。

2 前 項 に 規 定 す る 拠 出 金 は 、 当 該 拠 出 金 に 係 る 交 付 金 の 交 付 を 受 け た 市 町 村 が 負 担 す る も の と す る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 基 金 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 七 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 附 則 第 二 十 五 条 の 規 定 に 基 づ き 、 算 定 政 令 附 則 第

十 九 条 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 、 県 内 の 市 町 村 に 対 す る 持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年

法 律 第 三 十 一 号 ） の 円 滑 な 施 行 の た め に 必 要 な 資 金 の 交 付 に 必 要 な 費 用 に 充 て る 場 合 に 処 分 す る こ と が で き る 。

（ 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金 条 例 及 び 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 調 整 交 付 金 条 例 の 廃 止 ）

第 三 条 次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。

一 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 四 号 ）

二 徳 島 県 国 民 健 康 保 険 調 整 交 付 金 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 百 六 号 ）

附 則
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こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 第 一 号 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ り 国 民 健 康 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て

所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 年 徳 島 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 十 万 分 の 四 十 一 」 を 「 十 万 分 の 四 十 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

前 期 高 齢 者 交 付 金 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率 が 改 め ら れ た こ と に 鑑

み 、 こ れ を 標 準 と し て 条 例 で 定 め る 割 合 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 四 号
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 四 号 徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 号 ロ 中 「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 の 下 に 「 又 は 同 条 第 二 十 九 項 に 規 定 す る 介 護 医 療 院 」 を 加 え る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 正 後 の 第 七 条 第 一 号 ロ の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 結 ば れ る 貸 与 の 契 約 に 係 る 修 学 資 金 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 結 ば れ た 貸 与 の 契 約 に 係 る 修

学 資 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

介 護 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 の 返 還 の 債 務 の 免 除 等 の 要 件 に 係 る 施 設 の 範 囲 を 改 め る 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 五 号
徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 五 号 徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

三校

１１７
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◯118再校
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徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 徳 島 県 証 紙 収 入 特 別 会 計 の 項 中 「 一 般 会 計 繰 出 金 」 を 「 他 会 計 繰 出 金 」 に 改 め 、 同 表 徳 島 県 公 債 管 理 特 別 会 計 の 項 中 「 他 会 計 繰 入 金 」 の 下 に 「 、 徳 島 県

減 債 基 金 繰 入 金 」 を 加 え 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

徳 島 県 地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門

病 院 資 金 貸 付 金 特 別 会 計

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院

に 対 す る 資 金 の 貸 付 事 業

貸 付 金 の 償 還 金 、 借 入 金 及 び 附 属 諸 収

入

貸 付 事 業 費 、 借 入 金 の 償 還 金 及 び 利 子

そ の 他 の 諸 支 出

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 徳 島 県 証 紙 収 入 特 別 会 計 の 項 及 び 徳 島 県 公 債 管 理 特 別 会 計 の 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施

行 す る 。

提 案 理 由

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 に 対 し 、 そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 、 医 療 機 器 等 の 整 備 に 要 す る 資 金 の 貸 付 け を 行 う 事 業 の 経 理 を 明 確 に す る た め 、 徳 島 県

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 を 設 置 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 六 号
徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 六 号 徳 島 県 特 別 会 計 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

四校
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平成30年2月議案



地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 評 価 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 評 価 委 員 会 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 ） 第 十 一 条 第 三 項 」 を 「 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

第 六 条 を 第 七 条 と し 、 第 二 条 か ら 第 五 条 ま で を 一 条 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 所 掌 事 務 ）

第 二 条 委 員 会 は 、 法 の 規 定 に よ り そ の 権 限 に 属 さ せ ら れ た 事 項 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る ほ か 、 知 事 が 次 に 掲 げ る 事 項 を 行 う に 際 し て 、 あ ら か じ め 、 知 事 に

意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。

一 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 認 可

二 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 評 価 （ 同 条 第 四 項 の 評 価 を 除 く 。 ）

三 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 独 立 行 政 法 人 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 地 方 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 の 役 割 が 見 直 さ れ た こ と に 鑑 み 、 評 価 の 透 明 性 及 び 公 平 性 を 確 保 す る た め 、 徳 島 県 鳴 門

第 四 十 七 号
地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 評 価 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 評 価 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 七 号 地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 評 価 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１２１

平成30年2月議案



病 院 評 価 委 員 会 は 、 知 事 が 中 期 計 画 の 認 可 等 を 行 う に 際 し て 、 あ ら か じ め 、 知 事 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る こ と と す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校

１２２

平成30年2月議案



介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

介 護 保 険 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 第 百 四 条 の 二 第 二 項 」 を 「 第 百 四 条 の 三 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 二 条 の 二 を 削 る 。

第 三 条 中 「 第 百 八 十 五 条 に お い て 」 の 下 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 共 生 型 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 特 例 に 係 る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 四 条 の 二 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 項 第 二 号

の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 七 十 二 条

の 二 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十 九 条 の 三 に お い て 準 用 す る 省 令 第 三 十 九 条 第 二 項 、 省 令 第 百 五 条 の 三 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 省 令 第 百 四 条 の 三 第 二 項 及 び 省 令 第 百 四 十 条 の 十 五 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 省 令 第 百 三 十 九 条 の 二 第 二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年

間 」 と す る 。

第 五 条 中 「 第 百 四 条 の 二 第 二 項 、 第 百 五 条 の 十 八 第 二 項 」 を 「 第 百 四 条 の 三 第 二 項 」 に 、 「 準 用 す る 」 を 「 読 み 替 え て 準 用 す る 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 二 及 び 第 五 条 の 三 を 削 る 。

第 七 条 及 び 第 八 条 中 「 準 用 す る 」 を 「 読 み 替 え て 準 用 す る 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 四 十 八 号
介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 八 号 介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

三校

１２３

平成30年2月議案



（ 介 護 医 療 院 の 施 設 、 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 八 条 の 二 法 第 百 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 医 療 院 の 施 設 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 支 援 専 門 員 及 び 介 護 そ の 他 の 業 務 に

従 事 す る 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 医 療 院 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に 定 め る も の

の ほ か 、 法 第 百 十 一 条 第 四 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 介 護 医 療 院 の 人 員 、 施

設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 三 十 年 厚 生 労 働 省 令 第 五 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 四 十 二 条 第 二 項 （ 省 令 第 五 十 四 条 に お い て

読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

第 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 共 生 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 特 例 に 係 る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果

的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 ）

第 九 条 の 二 法 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 並 び に 同

項 第 二 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 設

備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の

例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る

介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 百 六 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 省 令 第 百 四 十 一 条 第

二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

第 十 条 中 「 準 用 す る 」 を 「 読 み 替 え て 準 用 す る 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 中 「 及 び 」 を 「 、 共 生 型 通 所 介 護 事 業 者 及 び 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 及 び 」 を 「 、 共 生 型 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 及 び 」 に 改 め 、 同

項 第 七 号 中 「 及 び 」 を 「 、 共 生 型 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 及 び 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 二 介 護 医 療 院

第 十 一 条 第 二 項 及 び 第 十 三 条 中 「 第 十 一 号 ま で 」 を 「 第 十 二 号 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 、 第 七 条 、 第 八 条 及 び 第 十 条 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

三校
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提 案 理 由

介 護 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 共 生 型 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 特 例 が 設 け ら れ た こ と 、 新 た な 介 護 保 険 施 設 と し て 介 護 医 療 院 が 創 設 さ れ た こ と 及 び 指 定 居 宅 介

護 支 援 事 業 者 の 指 定 権 限 等 が 市 町 村 の 長 に 移 管 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 二 項 第 一 号 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 三 項 第 一 号 」 に 、 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 三 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五

第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 共 生 型 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 の 特 例 に 係 る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 三 条 の 二 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 七 第 一 項 第 一 号 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 項 第 二 号 の 条 例 で 定 め る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い

て は 、 第 七 条 及 び 第 十 条 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 七 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

第 四 条 中 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 八 第 一 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 九 第 一 項 」 に 、 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 八 第 三 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 九 第 三 項 」 に 改

め る 。
第 五 条 中 「 第 二 十 四 条 の 九 第 二 項 （ 法 第 二 十 四 条 の 十 第 四 項 」 を 「 第 二 十 四 条 の 九 第 三 項 （ 法 第 二 十 四 条 の 十 第 四 項 及 び 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 」 に 、 「 第

二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 二 項 第 一 号 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 三 項 第 一 号 」 に 、 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 三 項 」 を 「 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 四 項 」 に 改 め

る 。
第 七 条 第 一 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 共 生 型 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 （ 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 七 第 一 項 の 申 請 に 係 る 法 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 の 指 定 を 受 け た 者 に よ る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 を

行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

第 九 条 中 「 第 三 号 」 を 「 第 四 号 」 に 改 め る 。

第 四 十 九 号
児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 九 号 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 十 条 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 共 生 型 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 共 生 型 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 の 特 例 が 設 け ら れ た こ と に 伴 い 、 当 該 特 例 に 係 る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 共 生 型 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 特 例 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 四 条 の 二 法 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 項 第 二 号 の 条 例 で 定 め る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ

い て は 、 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 共 生 型 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 特 例 が 設 け ら れ た こ と に 伴 い 、 当 該 特 例

に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 号

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め

る 。
平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 号 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例

（ 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

五 企 業 立 地 を 推 進 す る た め の 資 金 の 貸 付 け を 行 う た め に 必 要 な 経 費 の 財 源 に 充 て る と き 。

（ 徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金 条 例 の 廃 止 ）

第 二 条 徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金 条 例 （ 平 成 三 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 へ の 企 業 立 地 を 効 果 的 に 推 進 す る た め 、 徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金 を 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 に 統 合 し 、 同 基 金 に つ い て 企 業 立 地 を 推 進 す る た め

の 資 金 の 貸 付 け を 行 う た め に 必 要 な 経 費 の 財 源 に 充 て る こ と が で き る こ と と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 一 号
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 一 部 改 正 等 に つ い て

徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 一 号 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 一 部 改 正 等 に つ い て
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徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 再 生 事 業 費 補 助 金 等 の 対 象 事 業 が 終 了 し た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 二 号
徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 二 号 徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

三校

１３３

平成30年2月議案



◯134再校

平成30年2月議案



徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 五 号 中 「 農 業 関 係 の 」 の 下 に 「 施 設 及 び 」 を 加 え る 。

別 表 第 二 の 六 次 産 業 化 研 究 室 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

食 品 加 工 研 究 室 午 前 二 、 五 九 ○ 円

午 後 三 、 四 五 ○ 円

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー に お い て 新 た に 農 業 関 係 の 施 設 を 供 用 す る こ と に 伴 い 、 そ の 使 用 料 の 額 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 三 号
徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め

る 。
平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 三 号 徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 三 十 二 の 項 中 「 三 万 七 千 七 百 円 」 を 「 三 万 三 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 三 の 項 中 「 一 万 七 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 四 の 項

中 「 又 は 第 十 三 項 た だ し 書 」 を 「 、 第 十 三 項 た だ し 書 又 は 第 十 四 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 七 の 項 、 六 十 三 の 項 、 六 十 六 の 項 、 七 十 一 の 項 及 び 七 十 八 の

項 中 「 建 ぺ い 率 」 を 「 建 蔽 率 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 の 項 中 「 一 万 六 千 九 百 円 」 を 「 一 万 七 千 七 百 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 砂 利 採 取 法 の 規 定 に 基 づ く 砂 利 の 採 取 計 画 の 認 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 等 に 係 る 手

数 料 の 額 を 改 め る と と も に 、 建 築 基 準 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 四 号
徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 四 号 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 四 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 号 中 「 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 」 の 下 に 「 、 田 園 住 居 地 域 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

都 市 緑 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ り 屋 外 広 告 物 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 広 告 物 等 を 表 示 し 、 又 は 設 置 し て は な ら な い 地 域 に 田 園 住 居 地 域 を

加 え る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 五 号
徳 島 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 五 号 徳 島 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 中 「 保 育 所 」 の 下 に 「 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 を 加 え る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 二 条 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 次 条 第 三 項 」 を 「 次 条 第 四 項 」 に 、 「 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 五 項 」 に 、 「 第 三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 」 に 改 め 、 「 に よ る 」 の 下

に 「 報 告 の 」 を 加 え 、 同 条 第 四 項 中 「 及 び 第 三 十 条 第 三 項 」 を 「 、 第 三 十 条 第 三 項 及 び 第 三 十 五 条 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 知 事 は 、 入 居 者 （ 省 令 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 に 限 る 。 ） が 収 入 の 申 告 を す る こ と 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 請 求 に 応 じ る こ

と が 困 難 な 事 情 に あ る と 認 め る 場 合 は 、 当 該 入 居 者 に 対 し て 知 事 が 定 め る と こ ろ に よ り そ の 収 入 の 申 告 を 免 除 す る こ と が で き る 。

第 十 七 条 第 二 項 中 「 第 八 条 」 を 「 第 七 条 」 に 改 め 、 同 条 中 第 四 項 を 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 申 告 」 の 下 に 「 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 把 握 し た 収 入 」 を 加 え 、

同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 知 事 は 、 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 入 居 者 の 収 入 の 申 告 を 免 除 し よ う と す る と き は 、 省 令 第 九 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 当 該 入 居 者 の 収 入 の 額 を 把 握 す る

も の と す る 。

第 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 十 七 条 第 三 項 」 を 「 第 十 七 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

第 三 十 五 条 中 「 及 び 第 三 項 」 を 削 り 、 「 家 賃 及 び 」 を 「 家 賃 の 決 定 、 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 旧 条 例 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 」

に 改 め る 。

第 五 十 六 号
徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 六 号 徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 三 十 八 条 及 び 第 三 十 九 条 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 二 条 」 に 改 め る 。

第 五 十 一 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

2 前 項 の 入 居 者 の 収 入 に つ い て は 、 第 十 七 条 第 一 項 本 文 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 四 項 中 「 第 一 項 」 と あ る

の は 「 第 五 十 一 条 第 一 項 」 と 、 「 申 告 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 把 握 し た 収 入 」 と あ る の は 「 申 告 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 十 二 条 中 「 第 三 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 五 条 」 に 改 め 、 「 及 び 第 三 項 」 を 削 り 、 「 家 賃 及 び 」 を 「 家 賃 の 決 定 、 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ

る こ と と さ れ る 旧 条 例 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 」 に 改 め る 。

第 六 十 一 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 十 五 条 の 項 中 「 及 び 第 三 項 」 を 削 り 、 「 家 賃 及 び 」 を 「 家 賃 の 決 定 、 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る

旧 条 例 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 第 二 号 及 び 第 十 五 条 第 一 項 の 改 正 規 定 、 第 十 六 条 第 一 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 三 十 五 条 第 一 項 」

を 「 第 三 十 五 条 」 に 改 め 、 「 に よ る 」 の 下 に 「 報 告 の 」 を 加 え る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 十 六 条 第 四 項 、 第 十 七 条 第 二 項 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 八 条 、 第 三 十 九 条 、

第 五 十 二 条 及 び 第 六 十 一 条 の 二 第 二 項 の 表 第 三 十 五 条 の 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

公 営 住 宅 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 認 知 症 で あ る 者 等 の 入 居 者 に 係 る 収 入 の 申 告 義 務 が 緩 和 さ れ た こ と 等 に 鑑 み 、 所 要 の 改 正 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

建 築 基 準 法 施 行 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 条 の 三 の 表 中 「 又 は 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 」 を 「 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 又 は 田 園 住 居 地 域 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

都 市 緑 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ り 都 市 計 画 法 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 田 園 住 居 地 域 制 度 が 創 設 さ れ た こ と に 伴 い 、 田 園 住 居 地 域 内 に あ る 建 築 物 を 建 築

基 準 法 に 基 づ く 日 影 に よ る 中 高 層 の 建 築 物 の 高 さ の 制 限 の 対 象 と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 七 号
建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 七 号 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 の 表 県 立 学 校 の 職 員 の 項 中 「 二 、 七 八 六 人 」 を 「 二 、 七 五 八 人 」 に 改 め 、 同 表 県 費 負 担 教 職 員 の 項 中 「 四 、 九 六 九 人 」 を 「 四 、 九 ○ ○ 人 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

県 立 学 校 並 び に 市 町 村 立 の 小 学 校 及 び 中 学 校 に お け る 児 童 生 徒 数 の 変 動 に 伴 う 学 級 数 等 の 減 少 等 に 鑑 み 、 学 校 職 員 の 定 数 の 適 正 な 管 理 を 図 る た め 、 県 立 学 校

の 職 員 及 び 県 費 負 担 教 職 員 の 定 数 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 八 号
徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 八 号 徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 （ 平 成 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 表 並 び に 別 表 第 二 及 び 同 表 の 備 考 第 三 項 中 「 野 外 劇 場 」 を 「 す だ ち く ん 森 の シ ア タ ー 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す る 。

2 施 行 日 前 に 改 正 前 の 第 三 条 の 規 定 に よ り 野 外 劇 場 の 利 用 の 許 可 （ 施 行 日 以 後 の 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て い る 者 は 、 改 正 後 の 第 三 条 の 規 定 に よ り

す だ ち く ん 森 の シ ア タ ー の 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 と み な す 。

提 案 理 由

徳 島 県 立 二 十 一 世 紀 館 の 野 外 劇 場 に 屋 根 を 新 設 す る こ と 等 に 鑑 み 、 当 該 施 設 の よ り 一 層 の 利 用 の 増 進 を 図 る た め 、 そ の 名 称 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 九 号
徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 九 号 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 卑 わ い な 行 為 の 禁 止 ）

第 四 条 何 人 も 、 公 共 の 場 所 に い る 人 又 は 公 共 の 乗 物 に 乗 つ て い る 人 に 対 し 、 そ の 性 的 羞 恥 心 を 著 し く 害 し 、 又 は そ の 人 に 不 安 を 覚 え さ せ る よ う な 方 法 で 、 次

に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。

一 衣 服 等 の 上 か ら 、 又 は 直 接 身 体 に 触 れ る こ と 。

二 通 常 衣 服 等 で 覆 わ れ て い る 下 着 又 は 身 体 （ 以 下 「 下 着 等 」 と い う 。 ） を の ぞ き 見 し 、 又 は 撮 影 す る こ と 。 た だ し 、 第 三 項 に 該 当 す る も の を 除 く 。

三 衣 服 等 を 透 か し て 下 着 等 の 映 像 を 表 示 す る 機 能 を 有 す る 機 器 の 当 該 機 能 を 使 用 し て 、 下 着 等 の 映 像 を 見 、 又 は 下 着 等 を 撮 影 す る こ と 。

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 卑 わ い な 言 動 を す る こ と 。

2 何 人 も 、 集 会 場 、 事 務 所 、 教 室 、 貸 切 バ ス 、 タ ク シ ー そ の 他 の 不 特 定 又 は 多 数 の 人 が 利 用 す る よ う な 場 所 （ 公 共 の 場 所 を 除 く 。 ） に い る 人 又 は 乗 物 （ 公 共

の 乗 物 を 除 く 。 ） に 乗 つ て い る 人 に 対 し 、 そ の 性 的 羞 恥 心 を 著 し く 害 し 、 又 は そ の 人 に 不 安 を 覚 え さ せ る よ う な 方 法 で 、 前 項 第 二 号 に 規 定 す る 行 為 を し て は

な ら な い 。

3 何 人 も 、 住 居 、 浴 場 、 便 所 、 更 衣 室 そ の 他 人 が 通 常 衣 服 の 全 部 又 は 一 部 を 着 け な い 状 態 で い る よ う な 場 所 に お け る 当 該 状 態 に あ る 人 に 対 し 、 正 当 な 理 由 が

な い の に 、 第 一 項 第 二 号 本 文 に 規 定 す る 行 為 を し て は な ら な い 。

4 何 人 も 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 場 所 に い る 人 若 し く は 乗 物 に 乗 つ て い る 人 又 は 前 項 に 規 定 す る 場 所 に お け る 同 項 に 規 定 す る

第 六 十 号

徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 十 号 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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状 態 に あ る 人 の 下 着 等 を 撮 影 （ 第 一 項 第 二 号 本 文 に 規 定 す る 行 為 に 限 る 。 ） す る 目 的 で 、 写 真 機 、 ビ デ オ カ メ ラ そ の 他 こ れ ら に 類 す る 機 器 を 向 け 、 又 は 設 置

し て は な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

社 会 情 勢 の 変 化 に 鑑 み 、 集 会 場 、 事 務 所 、 教 室 、 貸 切 バ ス 、 タ ク シ ー そ の 他 の 不 特 定 又 は 多 数 の 人 が 利 用 す る よ う な 場 所 に い る 人 又 は 乗 物 に 乗 っ て い る 人 の

通 常 衣 服 等 で 覆 わ れ て い る 下 着 又 は 身 体 を の ぞ き 見 し 、 又 は 撮 影 す る 等 の 卑 わ い な 行 為 を 規 制 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 五 の 項 中 「 一 万 千 円 」 を 「 九 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 の 項 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 一 万 三 千 円 」 に 、 「 一 万 千 七 百 円 」 を 「 一 万 円 」 に 改 め 、 同

表 の 八 の 五 の 項 中 「 八 千 円 」 を 「 八 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 八 の 項 中 「 二 万 五 千 円 」 を 「 二 万 二 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 二 十 九 の 項 及 び 三 十 三 の 項 中 「 二 千

円 」 を 「 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 八 の 項 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 四 十 一 の 項 中 「 四 千 六 百 円 」 を 「 五 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の

四 十 四 の 項 中 「 千 六 百 円 」 を 「 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 四 十 六 の 項 中 「 二 千 二 百 円 」 を 「 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 三 の 六 の 項 中 「 二 千 円 」 を 「 千 八 百

円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 五 の 項 の 1 中 「 千 六 百 円 」 を 「 千 五 百 五 十 円 」 に 、 「 四 千 四 百 円 」 を 「 四 千 百 円 」 に 、 「 七 千 五 十 円 」 を 「 六 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の

2 中 「 千 八 百 五 十 円 」 を 「 千 九 百 円 」 に 、 「 二 千 二 百 円 」 を 「 二 千 五 百 五 十 円 」 に 、 「 三 千 百 円 」 を 「 三 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 3 中 「 二 千 九 百 五 十 円 」

を 「 二 千 六 百 円 」 に 、 「 四 千 五 百 円 」 を 「 四 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 4 中 「 千 八 百 五 十 円 」 を 「 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 中 「 千 七 百 五 十 円 」 を 「 千 七 百

円 」 に 、 「 四 千 五 百 五 十 円 」 を 「 四 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 6 中 「 二 千 八 百 五 十 円 」 を 「 二 千 九 百 円 」 に 、 「 四 千 四 百 円 」 を 「 四 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表

の 五 十 五 の 二 の 項 の 1 中 「 四 千 五 十 円 」 を 「 三 千 九 百 円 」 に 、 「 六 千 七 百 円 」 を 「 六 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 三 千 八 百 五 十 円 」 を 「 三 千 七 百 五 十 円 」

に 、 「 四 千 七 百 五 十 円 」 を 「 四 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 六 の 項 の 1 中 「 二 千 円 」 を 「 千 九 百 円 」 に 、 「 四 千 六 百 五 十 円 」 を 「 四 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同

項 の 2 中 「 千 九 百 五 十 円 」 を 「 千 七 百 五 十 円 」 に 、 「 二 千 八 百 五 十 円 」 を 「 二 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 3 中 「 千 七 百 五 十 円 」 を 「 千 六 百 五 十 円 」 に 、 「 三

千 三 百 円 」 を 「 三 千 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 4 中 「 千 五 十 円 」 を 「 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 七 の 項 の 2 及 び 五 十 八 の 項 の 2 中 「 千 百 円 」 を 「 千 百 五 十 円 」 に 改

1 免 許 証 の 更 新 （ 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 二 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 許 証 の 更 新 の 申 請 を

「

第 六 十 一 号
徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 十 一 号 徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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め 、 同 表 の 五 十 九 の 項 中 二 千 五 百 円「

」 を

す る 場 合 を 除 く 。 ） 二 千 五 百 円

2 免 許 証 の 更 新 （ 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 二 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 許 証 の 更 新 の 申 請 を

す る 場 合 に 限 る 。 ） 二 千 五 百 五 十 円

」
に 改 め 、 同 表 の 五 十 九 の

三 の 項 中 「 千 円 」 を 「 千 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 九 の 四 の 項 中 「 六 百 五 十 円 」 を 「 七 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 九 の 五 の 項 中 「 講 習 一 時 間 に つ い て 七 百

円 」 を 「 千 四 百 円 （ 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー （ 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 法 （ 昭 和 五 十 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 設 立 さ れ た 法 人 を い う 。 ） が 行 う 研 修

等 を 受 け た 者 に 対 す る 講 習 に あ っ て は 、 八 百 円 ） 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 の 項 中 「 千 四 百 五 十 円 」 を 「 千 四 百 円 」 に 、 「 三 千 円 」 を 「 二 千 八 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同

表 の 六 十 一 の 項 中 「 千 百 円 」 を 「 千 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 二 の 項 の 1 中 「 二 万 三 千 百 円 」 を 「 二 万 三 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 一 万 九 千 六 百 五

十 円 」 を 「 一 万 九 千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 3 中 「 一 万 四 千 五 百 円 」 を 「 一 万 四 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 4 中 「 二 万 千 七 百 円 」 を 「 二 万 千 五 百 円 」 に 改 め 、

同 項 の 5 の ㈠ 中 「 三 千 六 百 円 」 を 「 三 千 五 百 五 十 円 」 に 、 「 千 三 百 円 」 を 「 千 二 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈢ 及 び ㈣ 中 「 二 千 四 百 五 十 円 」 を 「 二 千 五 百 円 」

に 、 「 千 九 百 五 十 円 」 を 「 二 千 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈤ 中 「 二 千 円 」 を 「 二 千 三 百 五 十 円 」 に 、 「 千 九 百 五 十 円 」 を 「 千 九 百 円 」 に 、 「 二 千 五 百 円 」 を 「 二 千

六 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈥ 中 「 千 七 百 五 十 円 」 を 「 千 八 百 円 」 に 、 「 二 千 百 円 」 を 「 二 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 三 の 項 中 「 千 百 円 」 を 「 千 百 五

十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 四 の 項 の 1 中 「 一 万 四 千 六 百 円 」 を 「 一 万 四 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 一 万 千 八 百 円 」 を 「 一 万 千 八 百 五 十 円 」 に 改 め 、

同 項 の 3 中 「 九 千 四 百 円 」 を 「 九 千 六 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 4 中 「 一 万 二 千 七 百 五 十 円 」 を 「 一 万 二 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈠ 中 「 三 千 六 百 円 」

を 「 三 千 五 百 五 十 円 」 に 、 「 千 三 百 円 」 を 「 千 二 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈡ 中 「 千 三 百 五 十 円 」 を 「 千 四 百 円 」 に 、 「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 三 百 円 」 に 、

「 千 三 百 円 」 を 「 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈢ 中 「 千 二 百 五 十 円 」 を 「 千 三 百 円 」 に 、 「 千 二 百 円 」 を 「 千 二 百 五 十 円 」 に 、 「 千 百 円 」 を 「 千 二 百 五 十

円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈣ 及 び ㈤ 中 「 千 五 百 五 十 円 」 を 「 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 の ㈥ 中 「 千 四 百 円 」 を 「 千 五 百 円 」 に 、 「 千 二 百 円 」 を 「 千 二 百 五 十 円 」

に 改 め 、 同 表 の 六 十 五 の 項 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 八 の 項 中 「 二 千 百 円 」 を 「 千 九 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 六 十 九 の 項 の

1 中 「 四 千 百 円 」 を 「 四 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 三 千 四 百 円 」 を 「 三 千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 3 中 「 二 千 四 百 五 十 円 」 を 「 二 千 八 百 円 」 に 改 め 、

同 表 の 七 十 の 項 の 1 中 「 四 千 百 円 」 を 「 四 千 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 一 の 項 中 「 千 四 百 円 」 を 「 千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 三 の 項 中 「 千 三 百 円 」 を

「 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 四 の 項 中 「 六 百 五 十 円 」 を 「 七 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 五 の 項 の 5 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同

表 の 七 十 七 の 項 の 1 中 「 四 千 六 百 五 十 円 」 を 「 五 千 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 四 千 六 百 五 十 円 」 を 「 五 千 百 円 」 に 、 「 七 千 五 百 五 十 円 」 を 「 七 千 九 百 五 十 円 」

に 改 め 、 同 項 の 3 中 「 五 千 六 百 五 十 円 」 を 「 五 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 の 4 中 「 二 千 円 」 を 「 二 千 二 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 5 中 「 二 千 円 」 を 「 二 千 二 百 五

十 円 」 に 、 「 四 千 三 百 円 」 を 「 四 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 6 中 「 二 千 四 百 円 」 を 「 二 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 八 の 項 中 「 一 万 三 千 二 百 円 」 を

「 一 万 二 千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 七 十 八 の 二 の 項 中 「 千 九 百 円 」 を 「 二 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 の 二 の 項 の 1 中 「 四 千 六 百 五 十 円 」 を 「 五 千 百 円 」 に 、 「 七
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千 五 百 五 十 円 」 を 「 七 千 九 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 の 2 中 「 千 五 百 円 」 を 「 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 五 の 項 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第 四 条 」 に 、 「 一 万

三 千 円 」 を 「 一 万 二 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 六 の 項 中 「 千 九 百 円 」 を 「 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 九 の 項 中 「 千 五 百 円 」 を 「 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の

九 十 の 項 中 「 千 円 」 を 「 千 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 七 中 「 二 千 四 百 五 十 円 」 を 「 二 千 三 百 五 十 円 」 に 、 「 八 百 五 十 円 」 を 「 九 百 円 」 に 、 「 千 五 十 円 」 を 「 千

百 円 」 に 、 「 三 千 百 円 」 を 「 二 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 八 中 「 五 百 五 十 円 」 を 「 五 百 円 」 に 、 「 三 百 五 十 円 」 を 「 三 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 九 中 「 二

千 五 百 円 」 を 「 二 千 四 百 円 」 に 、 「 三 千 百 五 十 円 」 を 「 二 千 八 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 の 十 中 「 二 百 五 十 円 」 を 「 百 五 十 円 」 に 、 「 普 通 自 動 車 免 許 又 は 」

を 「 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 審 査 に つ い て は 百 五 十 円 を 、 」 に 、 「 百 円 」 を 「 百 五 十 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

道 路 交 通 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 運 転 免 許 試 験 等 の 手 数 料 の 額 を 改 め る と と も に 、 地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 一 部 が 改 正

さ れ た こ と に 伴 い 、 風 俗 営 業 の 営 業 所 の 構 造 又 は 設 備 の 変 更 の 承 認 の 申 請 に 対 す る 審 査 等 に 係 る 手 数 料 の 額 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 八 特 定 大 規 模 災 害 等 対 処 作 業 手 当

第 二 十 条 を 第 二 十 一 条 と し 、 第 十 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 特 定 大 規 模 災 害 等 対 処 作 業 手 当 ）

第 二 十 条 特 定 大 規 模 災 害 等 対 処 作 業 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に 支 給 す る 。

一 警 察 職 員 が 、 著 し く 異 常 か つ 激 甚 な 非 常 災 害 で あ っ て 、 当 該 非 常 災 害 に 係 る 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ） 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 緊 急 災 害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ た も の （ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の

事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 く 。 以 下 「 特 定 大 規 模 災 害 」 と い う 。 ） に 対 処 す る た め 死 体 の 取 扱 い に 関 す る 作 業 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の

に 従 事 し た と き 。

二 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 が あ っ た 場 合 で 、 警 察 職 員 が 次 に 掲 げ る 作

業 に 従 事 し た と き 。

イ 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 第 十 七 条 第 九 項 に 規 定 す る 緊 急 事 態 応 急 対 策 実 施 区 域 に 所 在 す る 原 子 力 事 業 所 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の （ ロ に お

い て 「 特 定 原 子 力 事 業 所 」 と い う 。 ） の 敷 地 内 に お い て 行 う 作 業

ロ 特 定 原 子 力 事 業 所 に 係 る 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対 す る 指 示 （ 以 下 「 原

第 六 十 二 号
徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 二 月 十 五 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 十 二 号 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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子 力 災 害 対 策 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） に 基 づ き 設 定 さ れ た 区 域 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 区 域 に お い て 行 う 作 業 （ イ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

2 前 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 特 定 大 規 模 災 害 等 対 処 作 業 手 当 の 額 は 、 作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 四 千 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 額 と す る 。

3 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 特 定 大 規 模 災 害 等 対 処 作 業 手 当 の 額 は 、 作 業 に 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 作 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 額 と す る 。

一 第 一 項 第 二 号 イ の 作 業 の う ち 原 子 炉 建 屋 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 限 る 。 ） 内 に お い て 行 う も の 四 万 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 額

二 第 一 項 第 二 号 イ の 作 業 の う ち 前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の 二 万 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額

三 第 一 項 第 二 号 ロ の 作 業 一 万 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 心 身 に 著 し い 負 担 を 与 え る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 作 業 に 従 事 し た

場 合 に あ っ て は 、 当 該 額 に そ の 百 分 の 百 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 を 加 算 し た 額 ）

4 同 一 の 日 に お い て 、 第 十 二 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 作 業 及 び 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に お け る こ れ ら の 作 業 に 係 る 手 当 の 調 整 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

5 同 一 の 日 に お い て 、 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 作 業 の う ち 二 以 上 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 二 以 上 の 作 業 に 係 る 手 当 の 調 整 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 。

附 則 第 二 項 中 「 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同

項 第 二 号 中 「 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対 す る 指

示 （ 以 下 「 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） 」 を 「 原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 指 示 」 に 改 め 、 附 則 第 四 項 及 び 第 五 項 を 削 り 、 附 則 第 六 項 中 「 附 則 第 三 項 各 号 及

び 」 を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 四 項 と し 、 附 則 中 第 七 項 を 第 五 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

（ 特 定 大 規 模 災 害 に 対 処 す る た め の 災 害 警 備 等 手 当 の 特 例 ）

6 警 察 職 員 が 特 定 大 規 模 災 害 に 対 処 す る た め 第 十 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 作 業 に 引 き 続 き 五 日 を 下 ら な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 以 上 従

事 し た 場 合 の 災 害 警 備 等 手 当 の 額 は 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 額 に 、 当 該 作 業 に 引 き 続 き 従 事 し た 日 一 日 に つ き 当 該 額 の 百 分 の 百

に 相 当 す る 額 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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提 案 理 由

国 家 公 務 員 に つ い て 東 日 本 大 震 災 以 外 の 特 定 大 規 模 災 害 等 に 対 処 す る た め の 特 殊 勤 務 手 当 の 特 例 が 設 け ら れ た こ と に 鑑 み 、 本 県 の 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に

つ い て 、 所 要 の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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提案理由

平成29年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第63号

平成29年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金の追加について

平成29年10月6日議決を経た県営土地改良事業費に対する受益市町負担金について次のとおり追加する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 営 土 地 改 良 事 業 三 好 市 基幹農道整備事業 20，000，000 1，720，000 0．86／10以内

事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

円 円

第63号 平成29年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金の追加について
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1 事 業 名 徳島東警察署庁舎整備等ＰＦＩ事業

2 事 業 場 所 徳島市徳島町1丁目5番2ほか

3 事 業 期 間 徳島県議会の議決のあった日から平成48年3月31日まで

4 契 約 金 額 ()1 設計・建設業務に関する対価

5，742，759，202円に金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額

()2 維持管理業務に関する対価

1，788，868，800円に物価変動による増減額等を加算した額

5 契 約 の 方 法 随意契約

6 契 約 の 相 手 方 徳島市中前川町五丁目1番地の115

株式会社 徳島県警ＰＦＩサービス

代 表 取 締 役 中 野 茂

提案理由

特定事業契約について，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提

出する理由である。

第64号

徳島東警察署庁舎整備等ＰＦＩ事業の特定事業契約について

次のとおり特定事業契約を締結する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第64号 徳島東警察署庁舎整備等ＰＦＩ事業の特定事業契約について
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提案理由

地方独立行政法人法第26条第1項の規定により，地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期計画の一部を変更することについて認可するに当たり，同法第

83条第3項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第65号

地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期計画の変更に関する認可について

地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期計画の一部を別冊のとおり変更することについて認可する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第65号 地方独立行政法人徳島県鳴門病院第2期中期計画の変更に関する認可について

再校

１６３

平成30年2月議案



◯164初校

平成30年2月議案



提案理由

徳島県教育振興計画（第3期）を策定することについて，徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例第3条第1項の規定

により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第66号

徳島県教育振興計画（第3期）の策定について

徳島県教育振興計画（第3期）を別冊のとおり定める。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第66号 徳島県教育振興計画（第3期）の策定について

初校

１６５

平成30年2月議案



◯166初校

平成30年2月議案



1 相 手 方 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

遺言執行者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

2 権 利 の 内 容 遺言公正証書に基づく徳島県に対する遺贈のうち23，000，000円に係る債権

3 放 棄 の 理 由 相続人及び受遺者の申入れによる

提案理由

権利の放棄について，地方自治法第96条第1項第10号の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第67号

権 利 の 放 棄 に つ い て

次のとおり権利を放棄する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第67号 権利の放棄について

再校

１６７

平成30年2月議案



◯168初校

平成30年2月議案





◯170初校

平成30年2月議案





◯172初校

平成30年2月議案





◯174初校

平成30年2月議案



1 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2 契 約 の 始 期 平成30年4月1日

3 契 約 金 額 12，342，857円を上限とする額

4 費 用 の 支 払 方 法 契約の定めるところによる。

5 契 約 の 相 手 方 徳島市中徳島町1丁目27番地の2

野々木 靖 人（弁護士）

提案理由

包括外部監査契約について，地方自治法第252条の36第1項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第71号

包括外部監査契約について

地方自治法第252条の36第1項の規定により，次のとおり包括外部監査契約を締結する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第71号 包括外部監査契約について

初校

１７５

平成30年2月議案



◯176初校

平成30年2月議案



第8条第4項に後段として次のように加える。

この場合において，監事は，徳島県の規則（以下「県規則」という。）で定めるところにより，監査報告を作成しなければならない。

第8条第5項中「徳島県知事（以下「知事」という。）」を「知事」に改め，同項を同条第7項とし，同条第4項の次に次の2項を加える。

5 監事は，いつでも，役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め，又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6 監事は，法人が次に掲げる書類を徳島県知事（以下「知事」という。）に提出しようとするときは，当該書類を調査しなければならない。

()1 法の規定による認可，承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

()2 その他県規則で定める書類

第8条に次の1項を加える。

8 監事は，役員（監事を除く。）が不正の行為をし，若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき，又は法その他の法令，徳島県の条例若しくは規則

若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは，遅滞なく，その旨を理事長に報告するとともに，知事に報告しなければなら

ない。

第10条第1項中「，理事及び監事」を「及び理事」に，「2年」を「2年とし，監事の任期は任命の日から理事長の任期の末日を含む事業年度についての財

務諸表承認日まで」に改める。

第20条中「第92条第2項」を「第88条第2項」に改める。

附 則

1 この定款は，平成30年4月1日又は総務大臣の認可した日のいずれか遅い日から施行する。ただし，第20条の改正規定は，総務大臣の認可した日から施行

第72号

地方独立行政法人徳島県鳴門病院定款の一部変更について

地方独立行政法人徳島県鳴門病院定款（平成25年4月1日制定）の一部を次のように変更する。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第72号 地方独立行政法人徳島県鳴門病院定款の一部変更について

再校

１７７

平成30年2月議案



する。

2 この定款の施行の日において現に地方独立行政法人徳島県鳴門病院の役員である者の任期（補欠の役員の任期を含む。）については，改正後の第10条第1

項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

提案理由

地方独立行政法人徳島県鳴門病院定款の一部変更について，地方独立行政法人法第8条第2項の規定により，議会の議決を経る必要がある。これが，この案

件を提出する理由である。

初校

１７８

平成30年2月議案



売 電 料 金 の 額 日野谷発電所，坂州発電所，川口発電所及び勝浦発電所の予定供給電力の売電料金，平成30年度及び平成31年度各2，803，861，000円

に消費税等相当を加算した額

売 電 の 期 間 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間

売電料金の徴収の方法 次の表の支払区分の基本料金と電力量料金の合計額に消費税等相当額を加算した各月の売電料金を翌月の20日までに支払を受ける。

提案理由

県営電気事業の売電料金等について，徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由であ

る。

第73号

県営電気事業の売電料金等について

県営電気事業に係る売電料金の額，売電の期間及び売電料金の徴収の方法を次のように定める。

平 成30年 2 月15日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

平 成 30 年 度 及 び 平 成 31 年 度 支 払 区 分

月 別 基 本 料 金 電 力 量 料 金

4月から翌年2月まで 1月につき 186，990，000円 各月の実績供給電力量1キロワット時につき1円

70銭を乗じた額翌 年 3 月 186，991，000円

第73号 県営電気事業の売電料金等について

再校

１７９

平成30年2月議案



◯180初校

平成30年2月議案





◯182初校

平成30年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第2号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成30年 2 月15日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 1名 101，433 平成29年9月1日 徳島市地内 平成30年1月25日

三好市在住 1名 350，000 平成29年9月16日 三好市地内 平成30年1月25日

小松島市在住 1名 404，000 平成29年9月18日 阿南市地内 平成30年1月25日

小松島市在住 1名 155，920 平成29年9月19日 徳島市地内 平成30年1月25日

徳島市所在 1法人 179，000 平成29年10月2日 三好市地内 平成30年1月25日

名西郡石井町在住 1名 267，854 平成29年10月13日 美馬市地内 平成30年1月25日

鳴門市在住 1名 16，107 平成29年11月13日 鳴門市地内 平成30年1月25日

円

報告第2号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

再校

１８３

平成30年2月議案



徳島市所在 1法人 62，097 平成29年7月2日 名西郡石井町地内 平成30年1月26日

香川県東かがわ市在住 1名 388，800 平成29年9月6日 板野郡北島町地内 平成30年1月26日

三好市在住 1名 26，800 平成29年10月10日 三好郡東みよし町地内 平成30年1月26日

徳島市在住 1名 54，983 平成29年11月7日 徳島市地内 平成30年1月26日

徳島市在住 1名 78，551 平成29年11月13日 小松島市地内 平成30年1月26日

板野郡藍住町所在 1法人 159，937 平成29年11月29日 板野郡藍住町地内 平成30年1月26日

再校

１８４

平成30年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第3号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成30年 2 月15日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

板野郡北島町在住 1名 51，000 平成29年9月4日 板野郡北島町地内
（県道徳島環状線） 平成30年1月30日

海部郡美波町在住 1名 139，000 平成29年9月12日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 平成30年1月30日

名西郡神山町在住 1名 32，000 平成29年10月16日 名西郡神山町地内
（県道鬼篭野国府線） 平成30年1月30日

徳島市在住 1名 60，000 平成29年10月21日 徳島市地内
（県道宮倉徳島線） 平成30年1月30日

海部郡海陽町在住 1名 127，000 平成29年10月22日 海部郡海陽町地内
（県道上皆津奥浦線） 平成30年1月30日

阿南市在住 1名 5，000 平成29年10月22日 阿南市地内
（県道阿南鷲敷日和佐線） 平成30年1月30日

円

報告第3号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

再校

１８５

平成30年2月議案



◯186初校

平成30年2月議案



平成30年2月議案



初校

平成30年2月議案
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